
・ 子 ど も 食 堂 や フ ー ド バ ン ク 、 フ ー ド パ ン ト リ ー を
実 施 す る 団 体

・ 生 活 困 窮 世 帯 等 に 対 す る 支 援 を 実 施 す る 団 体

・ 子 ど も 食 堂 等 の 実 施 に 必 要 と な る 経 費

（ 消 耗 品 費 、 生 活 用 品 費 、 備 品 費 、 印 刷 製 本 費 、 通 信 運 搬 費 等 ）

・ １ 団 体 あ た り 上 限 2 0 万 円 補 助 率 1 0 ／ 1 0

対 象 者

三重県は２つの補助金で

子どもの居場所の運営を支援します！

子ども食堂で使う食器や調理器具・家電 テイクアウト弁当用の容器や食器

パントリーで配布する生活用品の購入 感染症対策に必要な消耗品や備品

対象経費

補 助 額

補 助 金 ①・三 重 県 子 ど も 食 堂 等 支 援 事 業 補 助 金

・ 子 ど も 向 け 学 習 支 援 を 行 う 団 体

・ ス ポ ー ツ や 文 化 、 芸 術 等 の 子 ど も 向 け 体 験 活 動 を 行 う 団 体

・ 学 習 支 援 や 子 ど も 向 け 体 験 活 動 の 実 施 に 必 要 と な る 経 費

（ 消 耗 品 費 、 備 品 費 、 報 償 費 、 印 刷 製 本 費 、 通 信 運 搬 費 、 委 託 料 等 ）

・ １ 団 体 あ た り 上 限 2 0 万 円 補 助 率 1 0 ／ 1 0

対 象 者

対象経費

補 助 額

補 助 金 ②・三 重 県 学 習 支 援・体 験 活 動 等 支 援 事 業 補 助 金

令 和 ４ 年 度
子 ど も の 居 場 所 運 営 支 援

「三重県子ども食堂等支援事業補助金」

「三重県学習支援・体験活動等支援事業補助金」

学習支援に必要な参考書や教材 体験活動に必要な用具や備品

体験活動を指導する講師への謝金 体験活動先へ移動するバスの借り上げ

提出期限

令和４年８月31日（水）

必着

活用事例

活用事例

補助金①、補助金②は併用して申請することができます。



補 助 対 象 事 業 の 要 件

要 件
補助金

①
補助金

②

三重県内で実施される取組であること。 ○ ○

子どもや子育て世帯、生活困窮となった世帯等に対する支援取組で
あって、無料または安価で参加・利用できる取組であること。

○ ○

食を通じた支援について、１回当たり10食または５世帯以上の提供が
できること。

○

生活困窮となった世帯等へのレトルト食品や生活用品の配布については、
賞味期限や使用期限等に十分配慮すること。

○

子ども向けの学習支援事業、スポーツや文化・芸術等の子ども向け
体験活動を行い、５世帯以上が参加できること。

○

支援活動が継続的に実施されること。また参加者の中に、支援を必要と
すると思われる人や気がかりな人が見受けられた場合、適宜、行政・
警察等に相談すること。

○ ○

周囲の環境、運営時間等に配慮すること。また、参加者の安全確保に
十分に努めること。

○ ○

新型コロナウイルス感染症防止に配慮し、人と人との距離を取り、換気
をする等、感染症が拡大しやすい３密（密閉、 密集、密接）の条件が
揃わないよう十分に注意すること。

○ ○

国・県・市町等の他事業の補助対象と重複しないこと。 ○ ○

以 下 に 該 当 す る 事 業 を 行 う 場 合 に 、 実 施 に 係 る 経 費 を 支 援 しま す 。

提出先・お問い合わせ先

〒514-8570 三重県津市広明町13
三重県 子ども・福祉部 子育て支援課 子育て家庭支援班 「子どもの居場所支援担当」
TEL：059-224-2271 FAX：059-224-2270 e-mail：kodomok@pref.mie.lg.jp

応 募 方 法 ※ 補 助 金 ①、補 助 金 ② 共 通

提出期限 令和４年８月31日（水） ※ 午 後 ５ 時 ま で

申請書類 ① 交 付 申 請 書 （ 様 式 １ ） ② 事 業 計 画 書 （ 様 式 １ 別 紙 １ ）

③ 収 支 予 算 書 （ 様 式 １ 別 紙 ２ ） ま た は こ れ に 代 わ る 書 類

④ 役 員 等 に 関 す る 事 項 に か か る 書 類 （ 様 式 １ 別 紙 ３ ）

⑤ 団 体 の 定 款 、 規 約 、 会 則 、 設 立 趣 旨 書 ま た は こ れ に 準 ず る も の
※ 交 付 要 領 、 様 式 等 は 以 下 の ア ド レ ス 、 Ｑ Ｒ コ ー ド か ら 確 認 し て く だ さ い 。
h t t p s : / / w w w . p r e f . m i e . l g . j p / T O P I C S / m 0 3 2 3 8 0 0 1 2 1 . h t m

提出先及び
提 出 方 法

提 出 書 類 に 必 要 事 項 を 記 載 の う え 、郵送に て 下 記 担 当 ま で
ご 提 出 く だ さ い

提 出 先 ・ 問 い 合 わ せ 先


